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島根県東部を震源とする地震災害に対する特別相談窓口の設置 

このたびの地震災害により被災された皆様方に心よりお見舞い申し上げます。 

ごうぎんは、このたびの島根県東部を震源とする地震災害で被災された地域の皆様の復興に向け、下

記のとおり全営業店に特別相談窓口を設置します。 

当行は役職員一同、被害に遭われた皆様が一日も早く平常の事業活動・日常生活に戻っていただける

よう、あらゆる面でお手伝いしてまいります。どうぞ最寄りのごうぎんの営業店窓口に何なりとご相談

ください。 

 

記 

１．特別相談窓口の設置 

金融取引についてお困りの方々のため、相談窓口を設置します。 

（１）設置場所 ： 全ての営業店 

（２）開設時間 ： 平日 9時から 15時まで 

          （昼休業店舗は 11 時 30 分から 12 時 30 分を除きます） 

（３）設置期間 ： 2026 年 1月 7日（水）から 2026 年 3 月 31 日（火） 

  （４）電話相談 ： 以下の専用フリーダイヤルへご連絡ください。 

            フリーダイヤル：0120-315-180 

 

２．預金等のお取り扱いについて 

地震災害で預金通帳・証書・印鑑等をなくされた場合でも、ご本人確認のうえ預金のお支払いをい

たします。定期預金等の期限前払い戻しにつきましても、ご事情によりご相談に応じます。 

 

３．各種ご相談への対応 

（１）個人向け「リフォームローン 1000」、「自由に使える！ローン」の災害復旧対応金利について 

被災された個人のお客様向けに、通常適用金利よりも引下げした災害復旧対応金利で「リフ

ォームローン 1000」、「自由に使える！ローン」の取り扱いを行います。罹災証明書などの被

災を証明する書類の提出は不要です。 

「リフォームローン 1000」は、住宅のリフォーム・修繕およびこれに伴う家具・家電・家財

の購入等、一切の住宅諸費用にご利用いただけます。 

「自由に使える！ローン」は、一切の住宅諸費用のほか、復旧に関する生活資金等にもご利

用いただけます。 

（２）事業者向け「災害対策資金」について 

被災された事業者の皆様向けに、「災害対策資金」をご用意しております。罹災証明書など

の被災を証明する書類の提出は不要です。 



 

 

（３）お借入のご返済について 

このたびの震災の影響によって、住宅ローンや事業性ローン等のお借入のご返済についてお

困りの方に対しては、今後の生活や事業の再建のお役に立てるようご相談を承ります。 

 

４．災害義援金のお振込にかかる手数料 

  このたびの地震災害にかかる各種団体等への災害義援金の振込手数料を当行宛、他行宛に関わらず 

全て無料でお取り扱いいたします。 

以  上 

 

 

 

 

 



 

 

【個人のお客様】 

名称 リフォームローン 1000 

利用条件 ・ご融資時の年齢が満 18歳以上で完済時年齢が満 75 歳未満の方 

・安定継続した収入のある方 

・保証会社の保証が受けられる方 

・その他利用条件は、当行ＨＰまたは店頭でご確認ください 

資金使途 災害復旧にかかる住宅の増改築・修復等 

これらに伴う住宅諸費用・家具・家電製品購入費用等 

借入金額 １，０００万円以内（単位：１万円） 

借入期間 １５年以内（単位：６か月） 

借入利率 年１．６０％（変動金利） 

（通常：年２．６０％～年３．３０％）  ＜2026 年 1月 7日現在＞ 

返済方法 元利均等毎月返済 

 

名称 自由に使える！ローン 

利用条件 ・ご融資時の年齢が満 20歳以上で完済時年齢が満 80 歳未満の方 

・安定継続した収入のある方 

・保証会社の保証が受けられる方 

・その他利用条件は、当行ＨＰまたは店頭でご確認ください 

資金使途 災害復旧にかかる諸費用（生活資金を含む） 

借入金額 ５００万円以内（単位：１万円） 

借入期間 １５年以内（単位：６か月） 

借入利率 年３．９０％、年５．４０％または年１０．０％の何れか（固定金利） 

（通常：年４．４％～年１４．５％）   ＜2026 年 1月 7日現在＞ 

返済方法 元利均等毎月返済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【事業者のお客様】 

名称 災害対策資金 

利用条件 ・災害により、事業用設備、製品・商品など所有資産に直接被害を受

けた事業者 

・災害により、売上減少、回復遅延など間接的に損害を受けた事業者 

資金使途 災害復旧にかかる設備資金、運転資金 

借入金額 設備資金５，０００万円以内 

運転資金３，０００万円以内 

借入期間 設備資金１０年以内（据置１年以内） 

運転資金５年以内（据置１年以内） 

借入利率 １年以内（固定金利）     ： 年２．３０％ 

１年超３年以内（変動金利）  ： 年２．６０％ 

３年超５年以内（変動金利）  ： 年２．８０％ 

５年超１０年以内（変動金利） ： 年３．００％ 

＜2026 年 1 月 7 日現在＞ 

返済方法 元金均等毎月返済、期日一括返済（融資期間１年以内） 

 


